
平成２９年度  第３回安城市教育委員会定例会会議録  

 

日  時   平成２９年５月１１日（木）午後２時３０分  

場  所   教育センター２階 会議室  

出席した委員  舩尾恭代   委員長  

       加藤滋伸   委員長職務代理者  

鳥居恵子  委 員  

       杉山春記   教育長  

出席した職員  近藤芳永   教育振興部長  

       大見 智  生涯学習部長  

       神谷 徹  総務課長  

              上原就久   学校教育課長  

       荒川 智  生涯学習課長  

       野畑 伸  スポーツ課長  

鈴木栄一  文化振興課長  

       岡田知之   アンフォーレ課長  

       横手憲治郎 アンフォーレ課主幹  

       永井教彦   子ども課長  

筒井良廣  総務課課長補佐  

傍 聴 者   なし  

開  会   午後２時３０分  

 

日  程  

 第 １ 前回会議録の承認  

平成２９年４月２７日開催の教育委員会定例会会議録  

第 ２ 委員長、教育長等の報告  

＜委員長＞  

５月 ７日  発展祭  

   ＜教育長＞  

４月２８日  部課長会  

４月２９日  中学校春季陸上競技大会  

      安城文化協会総会      



５月 １日  被災地派遣報告会  

５月 ２日  茶臼山野外センター自然教室挨拶  

５月 ３日  三河教育会館完成式  

５月 ７日  西三河地域子ども会育成連絡協議会総会  

      発展祭  

５月 ９日  情報連絡会  

      三河小中学校長会総会  

５月１０日  定例校長会  

５月１１日  市議会臨時会  

    

                  以上に出席しました。  

第 ２ 議題 

第５号議案  安城市学校給食共同調理場運営委員の委嘱について  

 説明：総務課長  

内容：安城市学校給食共同調理場管理運営規則第４条第３項の規定に  

 基づき、委嘱する。   

（全員異議なし承認） 

第６号議案  安城市就学援助条例施行規則の一部を改正する規則の制定

について    

説明：学校教育課長 

内容：要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助

金交付要綱及び給食費の改正に伴い、安城市就学援助条例施行規則

の一部を改正する。   

舩尾委員長：第７号議案との関連性は。  

学校教育課長：第６号議案、第７号議案で提出した施行規則改正のも

ととなるのは、どちらも先程ご説明した国の要保護児童生徒援助費

補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱である。  

舩尾委員長：この２つの条例の施行規則改正を第６号議案と第７号議

案に分けなければいけない理由はあるのか。  

学校教育課長：第６号議案は就学援助、第７号議案は特別支援教育の

就学援助ということで対象が異なるため。  

（全員異議なし承認） 



第７号議案  安城市特別支援教育就学奨励費支給施行規則の一部を改正

する規則の制定について  

説明：学校教育課長 

内容：要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助

金交付要綱及び給食費の改正に伴い、安城市特別支援教育就学奨励

費支給施行規則の一部を改正する。  

加藤職務代理者：第６号議案での改正後の小学校就学支援新入学児童

生徒学用品等の支給額が４０，６００円で、第７号議案での特別支

援教育新入学児童生徒学用品等の支給額が２０，３００円であるが、

これは重複支給される場合もあるのか。  

教育振興部長：第６号議案では生活困窮のご家族のお子様を対象とし

ているものであり、第７号議案では障害をお持ちのお子様を対象と

しており、こちらについては所得要件がない。優先順位としては、

第６号議案で提出した施行規則が優先され、重複支給はない。  

 （全員異議なし承認）  

第８号議案  安城市社会教育委員の解嘱及び委嘱について  

説明：生涯学習課長 

 内容：安城市社会教育委員設置等に関する条例第１条に基づき、安城

市社会教育委員の解嘱及び委嘱する。   

（全員異議なし承認） 

第９号議案  安城市青少年愛護センター青少年街頭指導委員の委嘱につ

いて  

説明：生涯学習課長 

 内容：安城市青少年愛護センターの管理及び運営に関する規則に基づ

き、安城市青少年愛護センター青少年街頭指導委員を委嘱する。   

（全員異議なし承認） 

第１０号議案  研修事業について  

 説明：子ども課長 

 内容：安城市教育委員会事務委任規則第２条第２号に基づき、研修事

業を実施する。   

（全員異議なし承認）  

 



第 ３ 報告事項  

（１）平成２８年度安城市教育センター事業報告について  

（２）平成２９年度安城市教育センター運営計画について  

（３）社会教育関係施設の平成２８年度利用状況について  

（４）平成２８年度歴史博物館特別展・企画展及び市民ギャラリー企画

展について  

（５）市民ギャラリー企画展「穏やかなまなざし杉浦桂子・日本画の魅

力」の開催について  

（６）市民芸術鑑賞会事業等の実施結果及び計画について  

追加説明  

説明：学校教育課長  

内容：報告第２号について説明する。道徳教育研究、英語教育研究を本

年度よりスタートしている。小学校は平成３０年度から、中学校は３

１年度から教科化が始まる。また、例年開催している「かがくのひろ

ば」を今年度はアンフォーレで開催を予定している。  

舩尾委員長：昨年度まで文化センターだったと思うが、アンフォーレで

広さが足りるか。  

学校教育課長：下見をしたが、ホールを利用しながらできると考えてお

り、現在計画段階である。  

 

説明：文化振興課長  

内容：報告第５号について説明する。  

 

第 ５ 承認事項  

（１）平成２９年度西三河教科用図書採択地区協議会委員の委嘱につい

て（非公開）  

説明：学校教育課長  

内容：平成２９年度西三河教科用図書採択地区協議会委員の委嘱につい

て、委嘱者を報告する。  

 （全員異議なし承認）  

 

第 ４ その他  



舩尾委員長：その他で何かありますか。  

総務課長：次回の教育委員会の日程ですが、定例会を６月２９（木）午

後１時３０分から教育センターで開催させていただきます。  

   

閉  会   午後３時２０分  

 

 


